
【医療等の状況（医療機関用）】提出時の注意 

 ①病院、診療所又は歯科医院で医療保険を適用した療養を受けたときに使用します。 

 ②医師証明用紙につき、保護者での加筆訂正はできません（公費負担医療制度記入欄を除く）。 

  訂正が必要な場合は、医療機関の訂正印が必要になります。 

  

青破線内は医療機関が記入 

療養月の記入漏れがないか確認
してください。 

外来・入院の合計になっているか 

診療継続の場合は未記入 

どちらかが 7,000 点以上の場合は、
高額療養状況の届の提出が必要。 
保険適用外や学校の管理下以外の傷
病について同時に治療を受けた場合
は、その分の点数を引くよう病院に
伝えてください。 

食事療養標準負担額が記入してあ
るか確認してください。 

医療機関所在地及び名称の記入も
れ、押印漏れがないか確認してくだ
さい。 

公費負担医療制度の利用の記入

については、保護者による記入
をお願いしています。 

医療機関で記入していただいて

もかまいません。 

✔ 

ここは全員記入 利用ありの場合のみ記入 

この欄は療養月ごとに記入が必要です。 

保護者が記入 

✔ 

０ 

✔ 

災害報告書の負傷部位と異なっていないか、発
生の状況に記載のない傷病名が含まれていな
いか確認してください。 


